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建設業の労働災害防止について
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説明内容
・建設業における労働災害発生状況
・第１４次労働災害防止計画
・建設業における労働災害防止について
（墜落・転落防止対策 他）
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※労働者死傷病報告による統計
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2024年 建設業死亡災害発生状況（兵庫）
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2024年 建設業死亡災害発生状況（兵庫）
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2024年 建設業死亡災害発生状況（兵庫）



第14次労働災害防止計画の概要
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8つの重点事項

計画の方向性
 事業者の安全衛生対策の促進と社会的に評価される環境の整備を図っていく。そのために、厳しい経営環境等さ
まざまな事情があったとしても、安全衛生対策に取り組むことが事業者の経営や人材確保・育成の観点からもプ
ラスであると周知する。

 転倒等の個別の安全衛生の課題に取り組んでいく。
 誠実に安全衛生に取り組まず、労働災害の発生を繰り返す事業者に対しては厳正に対処する。

③ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

⑤ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
自発的に安全衛生対策に取り組むための
意識啓発①
社会的に評価される環境整備、災害情報の分析強化、DXの推進

業種別の労働災害防止対策の推進⑥
陸上貨物運送事業、建設業、製造業、林業

多様な働き方への対応や外国人労働者等の労
働災害防止対策の推進

④

労働者の健康確保対策の推進⑦
メンタルヘルス、過重労働、産業保健活動

化学物質等による健康障害防止対策の推進⑧
化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒音、電離放射線

労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業
行動に起因する労働災害防止対策の推進

②

令和５年(2023年)４月１日～令和10年(2028年)３月31日までの５か年計画

死亡災害:５％以上減少 死傷災害:増加傾向に歯止めをかけ2027年までに減少



第14次労働災害防止計画 アウトプット指標とアウトカム指標①

アウトカム指標アウトプット指標

（ア）労働者（中高年齢の女性を中心に）の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進（重点対策②）

 増加が見込まれる転倒の年齢層別死傷年千人率を2022年と比較して2027年ま
でに男女ともその増加に歯止めをかける。

 転倒による平均休業見込日数を2027年までに40日以下とする。

 転倒災害対策（ハード・ソフト両面から）に取り組む事業場の割合を2027年ま
でに50％以上とする。

 卸売業・小売業／医療・福祉の事業場における正社員以外の労働者への安全衛
生教育の実施率を2027年までに80％以上とする。

 増加が見込まれる社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率を2022年と比較し
て2027年までに減少させる。

 卸売業・小売業／医療・福祉の事業場における正社員以外の労働者への安全衛
生教育の実施率を2027年までに80％以上とする。（再掲）

 介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入している事業場の割合を2023
年と比較して2027年までに増加させる。

（イ）高年齢労働者の労働災害防止対策の推進（重点対策③）

 増加が見込まれる60歳代以上の死傷年千人率を2022年と比較して2027年まで
に男女ともその増加に歯止めをかける。

 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づく高年齢労働
者の安全衛生確保の取組（安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等）を実
施する事業場の割合を2027年までに50％以上とする。

（ウ）多様な働き方への対応、外国人労働者等の労働災害防止対策の推進（重点対策④）

 外国人労働者の死傷年千人率を2027年までに全体平均以下とする。 母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いる等外国人労働者に分かりやすい
方法で労働災害防止の教育を行っている事業場の割合を2027年までに50％以上
とする。

（エ）業種別の労働災害防止対策の推進（重点対策⑥）

 陸上貨物運送事業における死傷者数を2022年と比較して2027年までに５％以
上減少させる。

 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく措置
を実施する陸上貨物運送業等の事業場（荷主となる事業場を含む。）の割合を
2027年までに45％以上とする。

 建設業における死亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させ
る。

 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場
の割合を2027年までに85％以上とする。

 製造業における機械による「はさまれ・巻き込まれ」の死傷者数を2022年と比
較して2027年までに５％以上減少させる。

 機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割
合を2027年までに60％以上とする。

 林業における死亡者数を、伐木作業の災害防止を重点としつつ、労働災害の大幅
な削減に向けて取り組み、2022年と比較して2027年までに15％以上減少させる。

 「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置
を実施する林業の事業場の割合を2027年までに50％以上とする。



アウトカム指標アウトプット指標

（オ）労働者の健康確保対策の推進（重点対策⑦）

 週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者
の割合を2025年までに５％以下とする。

 企業における年次有給休暇の取得率を2025年までに70％以上とする。
 勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を2025年までに15％以上
とする。

 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスがあるとする
労働者の割合を2027年までに50％未満とする。

 メンタルヘルス対策に取り組む事業者の割合を2027年までに80％以上とする。

 使用する労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割
合を2027年までに50％以上とする。

ー 各事業場において必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を
2027年までに80％以上とする。

（カ）化学物質等による健康障害防止対策の推進（重点対策⑧）

 化学物質の性状に関連の強い死傷災害（有害物等との接触、爆発、火災による
もの）の件数を第13次労働災害防止計画期間と比較して、2023年から2027年
までの５年間で、５％以上減少させる。

 労働安全衛生法第57条と第57条の２に基づくラベル表示・安全データシート
（ＳＤＳ）の交付の義務対象となっていないが、危険性又は有害性が把握され
ている化学物質について、ラベル表示・ＳＤＳの交付を行っている事業場の割
合を2025年までにそれぞれ80％以上とする。

 労働安全衛生法第57条の３に基づくリスクアセスメントの実施の義務対象と
なっていないが、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、リス
クアセスメントを行っている事業場の割合を2025年までに80％以上とすると
ともに、リスクアセスメント結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防
止するため必要な措置を実施している事業場の割合を2027年までに80％以上
とする。

 増加が見込まれる熱中症による死亡者数の増加率※を第13次労働災害防止計画
期間と比較して減少させる。
※当期計画期間中の総数を前期の同計画期間中の総数で除したもの

 熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事業場の割合を2023
年と比較して2027年までに増加させる。

第14次労働災害防止計画 アウトプット指標とアウトカム指標②



第14次労働災害防止計画 （令和５年度～令和９年度）
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建設業対策
アウトプット指標
墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合を2027年まで
に85％以上とする。
アウトカム指標
建設業の死亡者数を2022年と比較して2027年までに15％以上減少させる。

事業場の取組事項

・墜落・転落災害防止対策の徹底を図るため、墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに
取り組む。
・リスクアセスメントに関する教育や啓発活動を行い、労働者や関係者の理解と意識向上を図る。
・「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」に基づく「より安全な措置」を実施する。
・改正労働安全衛生規則に基づく本足場の設置、指名者による足場の点検を確実に実施する。
・建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育の確実な実施、労働災害防止に関する標識、掲示
等の「危険の見える化」の普及等、建設現場における統括安全衛生管理に取り組む。
・屋根改修工事や太陽光パネル取付工事等において、足場の設置が困難な場合における適切な墜落制
止用器具の取付設備の設置とフルハーネス型墜落制止用器具の使用を徹底する。



建設業における労働災害防止について
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建設業における労働災害防止について

令和７年３月28日付け「基安安発 0328第１号、基安労発 0328 第１号、
基安化発 0328 第１号」通達

「令和７年度における建設業の安全衛生対策の推進について」

以下は、「令和７年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項」
より一部抜粋加工し、事業者が行うことについて記載しています。



建設業における労働災害防止について
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１ 墜落・転落防止対策
一側足場の使用範囲の明確化、足場の点検を行う際の点検者の指名の義務化などを内容

とする改正労働安全衛生規則（令和５年厚生労働省令第 22 号。以下「改正安衛則（足場関
係）」という。）の全面施行、改正「手すり先行工法に関するガイドライン」（平成 15 年
４月１日付け基発第 0401012 号、令和５年12 月 26 日最終改正）の策定等を踏まえ次の対
策を推進する。

（１）足場等からの墜落・転落防止対策
改正安衛則（足場関係）に基づき、本足場の使用や、足場の点検者の指名等の措置を講

じるとともに、改正「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく措置を適切に講ず
ること。また、墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組むこと。
さらに、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」（平成 24年２月９日付け

基安発 0209 第２号、令和５年３月 14 日最終改正）に基づき、わく組足場における「上さ
ん」の設置、「足場等の種類別点検チェックリスト」の活用、足場の組立て等の後の点検
について、十分な知識・経験を有する者による点検の実施に取り組むこと。
木造家屋等低層住宅建築工事においては、「木造家屋等低層住宅建築工事墜落防止標準

マニュアル」に基づく措置を適切に実施すること。

※リーフレット
「足場からの墜落
防止措置が強化さ
れます」

※ガイドライン本文
改正「手すり先行工
法に関するガイドライ
ン」



建設業における労働災害防止について
（足場からの墜落防止措置が強化されました）

18

改正のあらまし

一側足場の使用範囲が明確化されます1

足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります3

足場の点検時には点検者の指名が必要になります2
事業者及び注文者が足場の点検（つり足場を含む。）を行う際は、あらかじめ点検者

を指名することが必要になります。

幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用

することが必要になります。

厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落

防止措置を強化しました。令和5年10月1日（一部規定は令和6年4月1日）から順次施行しました。

足場からの墜落防止措置が
強化されました



建設業における労働災害防止について
（足場からの墜落防止措置が強化されました）

19

一側足場の使用範囲が明確化されます1 足場の点検時には点検者の指名が必要になります2

足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります3

事業者及び注文者が足場の点検（つり足場を含む。）を行う

際は、あらかじめ点検者を指名することが必要になります。幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、

原則として本足場を使用することが必要になります。

R6.4.1
施行

● 「幅が1メートル以上の箇所」に関する留意点

●「障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況に

より本足場を使用することが困難なとき」とは

R5.10.1
施行

●指名の方法

●点検者について

事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の

後の点検後に2で指名した点検者の氏名を記録及び保存しなければ

なりません。

点検者の指名の方法は「書面で伝達」「朝礼等に際し口頭で伝

達」「メール、電話等で伝達あらかじめ点検者の指名順を決めて

その順番を伝達」等、点検者自らが点検者であるという認識を持

ち、責任を持って点検ができる方法で行ってください。

事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後

の点検は、リーフレットに記載されている十分な知識・経験を有す

る者等を指名することが適切であり、「足場等の種類別点検チェッ

クリスト」を活用することが望ましいです。



建設業における労働災害防止について
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（２）はしご・脚立からの墜落・転落防止対策
木造家屋等低層住宅建築工事においては、「木造家屋等低

層住宅建築工事墜落防止標準マニュアル」に基づく措置を適
切に実施するとともに、リーフレット「はしごを使う前に／
脚立を使う前に」、「はしごや脚立からの墜落･転落災害をな
くしましょう！」等を活用し、はしごや脚立の使用をできる
だけ避け、移動式足場や高所作業車を使用すること、はしご
や脚立の安全な使用方法を徹底すること等、墜落・転落災害
防止に取り組むこと。

※リーフレット
「はしごを使う前に／脚立を使う前に」

「はしごや脚立からの墜落･転落災害を
なくしましょう！」

（３）墜落制止用器具の適切な使用
「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」に基
づき、墜落制止用器具の適切な使用を徹底するとともに、墜
落制止用器具の使用状況を確認し必要な措置を講じること。
また、「墜落制止用器具の規格」に適合した墜落制止用器具
の使用を徹底すること。

「墜落制止用器具の安全な使用に関するガ
イドライン」（平成30 年６月 22 日付け基
発 0622 第２号）

※規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について
令和４年 令和５年 令和６年
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はしごの上部・下部の固定状況を
確認しているか（固定できない場
合、別の者が下で支えているか）。

足元に、滑り止め（転位防止措置）
をしているか。

はしごの上端を上端床から60㎝以上
突出しているか。

はしごの立て掛け角度は75度程度か。

移動はしごの使用時の注意事項

移動はしご（安衛則第527条）
１ 丈夫な構造
２ 材料は著しい損傷、腐食等がない
３ 幅は30㎝以上
４ すべり止め措置の取付その他転位を防止するための

必要な措置

｢労働安全衛生規則」で定められた主な事項

しっかり
固定!
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Ⓒ軽金属製品協会

脚立の使用時の注意事項

※高さ２ｍ以上での作業時は、
ヘルメットだけでなく
墜落制止用器具も着用しましょう!
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※厚労省ＨＰサイト
「高年齢労働者の安全衛生対策について」

２ 高年齢労働者等の労働災害の防止
エイジフレンドリーガイドラインに基づき、高年齢労働者の就労状況等を踏まえた安全

衛生管理体制の確立、職場環境の改善等の取組を進めること。

３ 外国人労働者に対する労働災害防止対策
外国人労働者に対する安全衛生教育を行う場合には、「職場のあんぜん

サイト」及び厚生労働省ホームページにおいて公表されている教材を活用
しつつ、外国人労働者がその内容を確実に理解できる方法で実施すること。
また、外国人労働者が労働災害に被災した場合に労働者死傷病報告を提

出する際、被災労働者の国籍・地域及び在留資格を、在留カード等により
確認し、記入すること。

※厚労省ＨＰサイト
「外国人労働者の安
全衛生対策について」

※厚労省ＨＰサイト
「エイジフレンドリー補助金について」

４ 一人親方等の安全衛生対策
建設業に従事する一人親方等については、令和７年度厚生労働省委託

事業により開催される研修会等に積極的に参加すること。
※建設業の一人親方
等に対する安全衛生教
育支援事業HP
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５ 転倒災害の防止
リーフレット等を活用し、転倒災害防止のための労働者の身体

機能の維持向上や職場環境の改善に取り組むこと。

※リーフレット
「労働者の転倒災害
（業務中の転倒によ
る重傷）を防止しま
しょう）」

６ 交通労働災害防止対策
「交通労働災害防止のためのガイドライン」（平成 25 年５月
28 日付け基発 0528 第２号、平成 30 年６月１日最終改正）に基
づく措置を適切に講ずること。とりわけ、建設資材等の運搬を発
注する際は、過積載運行にならないよう実際に荷を運搬する事業
者に協力すること。

※リーフレット
「交通労働災害防止
のためのガイドライ
ン」

７ 車両系建設機械等による労働災害防止対策
労働者に車両系建設機械を使用させる場合は、労働安全衛生規則に基づき、運行経路等

を示した作業計画を定め、関係労働者に周知するとともに、車両系建設機械の転落、接触
等により労働者に危険が生じるおそれのある場合は誘導者を配置するなど、必要な安全対
策を講ずること。
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８ 荷役作業における労働災害防止対策
改正安衛則（貨物自動者関係）に基づき、昇降設備の設置及び

保護帽の着用の徹底を図るほか、必要な労働者に対しテールゲー
トリフターの操作に係る特別教育を実施すること。また、リーフ
レット「荷役作業の安全確保が急務です！」（令和３年１月18日
付け基安安発0118第２号）に示す取組を実施し、荷役災害防止対
策を適切に講ずること。

※リーフレット
「トラックでの荷
役作業時における安
全対策が強化されま
す」

※リーフレット
「荷役作業の安
全確保が急務で
す！」

９ 交通誘導等の警備業務における労働災害防止対策
建設工事の現場等で交通誘導等に従事する労働者に対する安全

衛生教育を実施する場合には、「未熟練労働者への安全衛生教育
マニュアル（警備業編）」（令和元年）を活用すること。

※厚労省HP
未熟練労働者に対
する安全衛生教育
マニュアル
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10 熱中症対策
熱中症対策にかかる改正省令に留意し、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、そ

の状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより重篤化を防止するため「報告体制」、
「手順作成」、「関係者への周知」を実施すること。
「職場における熱中症予防基本対策要綱」を踏まえ、暑さ指数の把握とその値に応じた熱

中症予防対策を適切に実施すること。あわせて、作業を管理する者及び労働者に対してあら
かじめ労働衛生教育を行うほか、衛生管理者等を中心に事業場としての管理体制を整え、発
症時・緊急時の措置を確認し、周知する。その他、熱中症予防に効果的な機器・用品の活用
も検討すること。
また、労働者は、熱中症を予防するために、日常の健康管理を意識し、暑熱順化を行って
から作業を行うこと。あわせて、作業中に定期的に水分・塩分を摂取するほか、異変を感じ
た際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出ること。

※兵庫労働局HP
熱中症対策にかかる改正省令
リーフレット
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リーフレット
「石綿対策の
規制が強化さ
れています」

リーフレット
「石綿の有無
の事前調査結
果の報告が施
工業者（元請
事業者）の義
務になりま
す！」

12 石綿健康障害予防対策
改正後の石綿障害予防規則に基づき、解体・改修工事前の石綿含有の

有無の事前調査、石綿事前調査結果報告システムを用いた事前調査結果
等の報告、写真等による作業の実施状況の記録の作成及び保存などの措
置を徹底するとともに、令和５年 10 月１日から着工される（工作物に
ついては、令和８年１月１日）建築物等の事前調査を実施するために必
要な知識を有する者に行わせることが義務付けられたことから、建築物
石綿含有建材調査者講習の受講を計画的に行うこと。

11 化学物質による健康障害防止対策
建設業においても、塗装や作業に使用する製剤など多くの化学物質

を用いていることから、店社ごとに化学物質管理者を選任し、使用前
にラベル・SDS を確認し、その情報に基づき、当該化学物質を用いる
作業に応じたリスクアセスメント及び当該結果に基づく措置等を講ず
ること。その際、建災防が作成する化学物質管理に関する資料や管理
マニュアル等を必要に応じ活用すること。

また、引き続き特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則
等の遵守の徹底を図るため、作業主任者等に必要に応じ能力向上教育
等を行うこと。さらに、保護具を着用する作業現場においては、店社
ごとに保護具着用管理責任者の養成に留意すること。

リーフレット
「労働安全衛生
法の新たな化学
物質規制」

建災防HP
「建設業にお
ける化学物質
管理」


